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「知的財産推進計画２０１０」フォローアップ（概要） 
 

知的財産戦略推進事務局 

 

１．項目全体の評価結果※１ 

評価基準 評価項目数※２ 全体に占める割合

○： 達成 155 81.6 % 

△： 概ね達成しているが、さらに進める必要  35 18.4 % 

×： 未達成   0  0.0 % 

合   計   190※３ - 
 

※１ 「知的財産推進計画 2010」の工程表において、2010 年度中に実施するとしていた具

体的取組について、担当府省からの進捗状況報告に基づき、知的財産による競争力

強化・国際標準化専門調査会及びコンテンツ強化専門調査会からの意見も踏まえ、知

的財産戦略推進事務局として評価したもの。 

※２ 評価項目数は、「知的財産推進計画 2010」の具体的取組について、取組別担当府

省別に細分化して評価したものの合計（重複は除く。） 

※３ 戦略Ⅰの１「国際標準化特定戦略分野における標準化ロードマップの策定」に係る

項目は、国際標準化戦略タスクフォースで別途フォローアップするため計上していな

い。 

 

 

２．重点項目の評価結果 
《 戦略Ⅰ．国際標準化特定戦略分野における国際標準の獲得を通じた競争力強化 》 

No. 具体的な取組 担当府省 評価 

3 アジア地域を中心とした共同研究開発プログラムの構築（短期・

中期） 

経済産業省 

総務省 

国土交通省 

○ 

○ 

○ 

4 アジア地域の標準化の組織的な取組 （中期） 経済産業省 

総務省 

国土交通省 

○ 

○ 

○ 

5 フォーラム標準を含む総合的な支援 （短期） 経済産業省 

総務省 

国土交通省 

△ 

○ 

○ 

6 国際標準化活動の専門家の育成 （中期） 経済産業省 

総務省 

国土交通省 

△ 

△ 

△ 

8 産業界の意識改革の促進 （短期） 経済産業省 

総務省 

国土交通省 

○ 

○ 

○ 

9 知的財産マネジメントの実践 （中期） 経済産業省 △ 

10 公正な評価方法の研究・国際標準化の支援 （短期） 経済産業省 

総務省 

国土交通省 

○ 

○ 

○ 
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《 戦略Ⅱ．コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進 》 

No. 具体的な取組 担当府省 評価 

１．コンテンツを核として海外から利益が入る仕組みを構築する。 

１ 海外展開資金を供給する仕組みの創設（短期・中期） 経済産業省 

総務省 

△ 

△ 

3 国際共同製作促進の支援 

（短期・中期） 

経済産業省 

総務省 
○ 

○ 

4 国際共同製作協定の締結（中期） 外務省 

経済産業省 

○ 

○ 

6 国内外のイベントを活用した総合的発信（短期） 総務省    

文部科学省 

経済産業省 

国土交通省 

外務省 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

8 諸外国におけるコンテンツ規制の緩和（中期） 外務省    

総務省 

文部科学省 

経済産業省 

○ 

○ 

○ 

○ 

２．海外からも優秀な人材が集まる魅力的な「本場」を形成する。 

12 コンテンツ版 COE の形成促進（中期） 文部科学省 

文部科学省 

文部科学省 

経済産業省 

総務省 

○ 

△ 

○ 

○ 

△ 

17 一流クリエーターの学校訪問による創造活動の充実（短期） 文部科学省 ○ 

21 コンテンツのアーカイブ化及びそのデジタル化・ネットワーク化の

推進（短期・中期） 

文部科学省 
△ 

22 ＮＨＫの放送番組資産の戦略的活用（短期・中期） 総務省 △ 

23 民間放送局による放送番組の保存促進（短期・中期） 総務省 △ 

24 「コンテンツ特区」の創設(短期) 経済産業省 

総務省 

△ 

△ 

３．世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する 

27 書籍の電子配信の促進（短期・中期） 総務省 

文部科学省 

経済産業省 

○ 

○ 

○ 

36 アクセスコントロール回避規制の強化（短期） 文部科学省 

経済産業省 

財務省 

○ 

○ 

○ 

37 プロバイダによる侵害対策措置の促進（短期・中期） 総務省 

総務省 

総務省 

△ 

○ 

○ 

42 著作権制度上の課題の総合的な検討＜補償金、保護期間等＞

（中期） 

文部科学省 △ 

43 著作権制度上の課題の総合的な検討＜権利制限の一般規定

＞（短期） 

文部科学省 ○ 

44 著作権制度上の課題の総合的な検討＜間接侵害＞（短期） 文部科学省 △ 
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《 戦略Ⅲ．知的財産の産業横断的な強化策 》 

No. 具体的な取組 担当府省 評価 

１．ベンチャー・中小企業・地域 

1 新たな出願支援策の創設 （短期） 経済産業省 ○ 

2 特許関係料金減免制度の拡充 （短期） 経済産業省 ○ 

4 外国出願支援の拡充 （短期） 経済産業省 ○ 

5 ワンストップ相談窓口の整備 （短期・中期） 経済産業省 

農林水産省 

○ 

○ 

２．産学官共創力 

15 産学官が出口イメージを共有する場の構築 （中期） 文部科学省 

経済産業省 

○ 

○ 

18 既存の大学知財本部・TLO の再編・強化 （短期・中期） 文部科学省 

文部科学省・経済産業省 

経済産業省 

○ 

△ 

○ 

23 大学の特殊性を踏まえた特許制度の見直し （短期） 経済産業省 ○ 

３．イノベーションインフラ 

25 知財活用を促進する制度整備 （短期） 経済産業省 ○ 

26 営業秘密の保護強化 （短期） 経済産業省 

法務省 
○ 

４．国際知的財産システム 

32 特許審査ワークシェアリングの拡大 （中期） 経済産業省 ○ 

 


